
令和６年５月２１日

国土交通省 九州地方整備局 川辺川ダム砂防事務所

第１１回
流水型ダム環境保全対策検討委員会

説明資料
【第１０回委員会後の環境影響評価手続きに関する動きについて】

資料１



１.環境影響評価準備レポートの公表及び
公表後の⼿続きの状況について



準備レポートの公表後の手続きについて

○「川辺川の流水型ダムに関する環境影響評価準備レポート」公表後の手続きとして、環境影響評価法に準じ
て、 『公告・縦覧』、『説明会の開催』を実施し、『提出された一般からの意見の概要と事業者の見解を知事及
び関係市町村長へ送付』した※。

R5/11/28 環境影響評価準備レポートの公表

R4/11/14 環境影響評価方法レポートの公表

11/28～12/28
縦覧

・九地整・事務所、関係
自治体の施設にて縦覧

ご意見を踏まえ、環境影響評価レポートの作成

11/28
公告・掲載

・新聞による公告を実施
・事務所Webサイト等に掲載

関係する
行政機関へ送付

・熊本県、関係地域の市町村への
意見聴取を実施

関係する行政機関
の長からの意見11/28～1/11 一般からの意見

一般からの意見の
概要と事業者の

見解を作成・送付※

準備書手続きを準用し、
公表期間１ヶ月間設定

準備書手続きを準用し、一般への意見聴取期間は
縦覧期間終了後２週間設定

R4/3/25 環境配慮レポートの公表

準備書手続きを準用し、
関係する行政機関への意見聴取期間は

一般意見の概要と事業者の見解の送付から
１２０日以内として期間を設定

※環境影響評価法第十五条～二十条

現段階

R6/4/12

12/16～12/21
住民説明会

・7箇所で準備レポート
の説明会を開催

R6/1/26

知事意見への事業者見解（案）を作成
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※各委員にご確認
いただいたもの。

環境影響評価レポートの公告及び縦覧

国土交通大臣、環境大臣の意見

評価レポートを国土交通大臣に送付



市町村 周知方法

八代市 Webサイト掲載、案内配布

人吉市 Webサイト掲載

錦町 Webサイト掲載、町内放送、回覧板

相良村 Webサイト掲載、村内放送、公式LINE

五木村 Webサイト掲載、村内放送、案内配布、ケーブルTV告知

山江村 Webサイト掲載

球磨村 Webサイト掲載、公式LINE

《準備レポート、準備レポート【要約書】》 《あらまし、説明動画》

■球磨川流域市町村における周知

《新聞広告》

準備レポートの公表、周知について

5,070ページ

367ページ

○本委員会での議論を経て「川辺川の流水型ダムに関する環境影響評価準備レポート」をとりまとめ、令和５年１
１月２８日から１２月２８日まで公共施設等２３箇所で縦覧及びWebサイトで公開し、意見を募集した。

○縦覧開始日の令和５年１１月２８日（火）には、新聞広告を６紙（熊日、西日本、読売、朝日、毎日、人吉新聞）に
掲載。

○球磨川流域自治体の協力を得て、回覧板への差し込みや各自治体Webサイトへの掲載、村内放送等により周
知を実施。
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■準備レポートの縦覧

・縦覧場所を２３箇所設置し、意見箱を設置し意見を収集

○７市町村（八代市（泉町）、人吉市、錦町、相良村、五木村、山江村、球磨村）において、準備レポートのあらましを用いて準備レポートの記載事項を
お知らせするための説明会を開催した（延べ１６８名出席）。

○一般の方々からの意見を令和５年１１月２８日（火）から令和６年１月１１日（木）まで募集し、事業者に対して７９者（個人・団体）から提出いただいた。
○頂いた意見について、１２７件の「意見の概要」に整理し「事業者の見解」を作成の上、知事及び関係市町村長に送付（令和６年１月２６日付）。

《縦覧箇所（五木村役場）》

■あらまし

■説明会の開催

・ 五木村、相良村、球磨村、八代市（泉町）、錦町、山江村、人吉市の計

７会場において、準備レポートの記載事項をお知らせするための準備レ

ポート説明会を開催

場所

⑬ 八代市役所鏡支所

⑭ 八代市役所東陽支所

⑮ 八代市役所泉支所

⑯ 八代市坂本コミュニティーセンター

⑰ 人吉市役所

⑱ 錦町役場

⑲ 相良村役場

⑳ 相良村役場四浦出張所

㉑ 五木村役場

㉒ 山江村役場

㉓ 球磨村役場

場所

① 九州地方整備局

② 川辺川ダム砂防事務所

③ 川辺川ダム砂防事務所ダム出張所

④ 八代河川国道事務所

⑤ 八代河川国道事務所八代出張所

⑥ 八代復興事務所

⑦ 熊本県庁本館

⑧ 熊本県県南広域本部

⑨ 熊本県県南広域本部球磨地域振興局

⑩ 八代市役所本庁舎

⑪ 八代市役所坂本支所

⑫ 八代市役所千丁支所

会場・日時

① 【五木村】 五木村役場 ２階大会議室 12月16日（土） 11:00～

② 【相良村】 相良村総合体育館 １階研修室 12月16日（土） 15:30～

③ 【球磨村】 球磨村役場 談話室・小会議室 12月17日（日） 17:00～

④ 【八代市（泉町）】 振興センター五家荘 ２階体育館 12月18日（月） 18:00～

⑤ 【錦町】 錦町役場 ３階大会議室 12月19日（火） 19:00～

⑥ 【山江村】 山江村農村環境改善センター２階大会議室 12月20日（水） 19:00～

⑦ 【人吉市】 カルチャーパレス 小ホール 12月21日（木） 19:00～

《説明会開催状況（人吉市）》 《説明会開催状況（相良村）》《縦覧箇所（山江村役場）》

準備レポートの縦覧及び準備レポート説明会の開催 4



一般の方々から頂いた意見の整理方法及び意見の概要について

「意見の概要」を２２に分類

・01 まえがき･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 4件

・02 事業の目的及び内容････････････････････････････････････････････････････････････ 3件

・03 事業実施想定区域及びその周辺の概況････････････････････････････････････････････ 0件

・04 計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果･･････････････････････････････ 1件

・05 環境配慮レポートに対する意見と事業者の見解････････････････････････････････････ 7件

・06 方法レポートに対する意見と事業者の見解････････････････････････････････････････ 1件

・07 事業に係る環境影響評価の項目･･････････････････････････････････････････････････ 2件

・08 環境影響評価【全般】･････････････････････････････････････････････････････････ 12件

・09 環境影響評価に先立っての検討･･････････････････････････････････････････････････ 7件

・10 調査、予測及び評価【大気質・騒音・振動】･･････････････････････････････････････ 1件

・11 調査、予測及び評価【地形・地質】･･････････････････････････････････････････････ 2件

・12 調査、予測及び評価【水環境】･･････････････････････････････････････････････････14件

・13 調査、予測及び評価【動物】････････････････････････････････････････････････････ 4件

・14 調査、予測及び評価【植物】････････････････････････････････････････････････････ 2件

・15 調査、予測及び評価【生態系】･･････････････････････････････････････････････････22件

・16 調査、予測及び評価【景観】････････････････････････････････････････････････････ 0件

・17 調査、予測及び評価【人と自然との触れ合いの活動の場】･･････････････････････････ 2件

・18 調査、予測及び評価【廃棄物等】････････････････････････････････････････････････ 2件

・19 環境の保全のための措置････････････････････････････････････････････････････････ 1件

・20 総合評価･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 1件

・21 参考資料に関する意見･･････････････････････････････････････････････････････････ 1件

・22 その他･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 38件

事業者への提出意見：総数７９者

各提出意見を「意見の概要」に整理：総数１２７件
③

「意見の概要」ごとに「 事業者の見解」を作成し知事及び関係市町村長に送付

提出意見を意見ごとに細分化：総数３０６件
②

①

④
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①・②：７９者から提出頂いたご意見を観点ごとに３０６件に細分化し、１２７件の「意見の概要」に整理。
③：整理した「意見の概要」を２２の項目に分類。

④：「意見の概要」ごとに「事業者の見解」を作成し知事及び関係市町村長に送付。



■一般的な環境影響評価では、環境影響評価法に基づき、配慮書から評価書の確定まで、段階を経て環境影響評価の
手続きを実施していくことになっており、川辺川の流水型ダムにおいても、法に準じて、段階的に同様の手続きを経て環
境影響評価を実施していく。

＜一般的な環境アセスメント図書について＞

図書
（一般的な

環境アセスメント）
図書の概要

意見の聴取

川辺川の流水型ダムの場合
住民

知事、
市町村長

（行政機関）

主務大臣
・環境大臣

配慮書 事業の早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規
模等の検討段階において、環境保全のために配慮すべき事項につい
ての検討を行い、その結果をまとめた図書。

○
※１

○
※１

○
※３

川辺川の流水型ダムに関する
環境配慮レポート
（R4.3.25公表）

※左記と同様

方法書 どのような項目について、どのような方法で調査・予測・評価をしていく
のかという環境影響評価の計画を示した図書。

○ ○
○
※２

川辺川の流水型ダムに関する
環境影響評価方法レポート

（R4.11.14公表）
※左記と同様

準備書 調査・予測・評価・環境保全措置の検討の結果を示し、環境の保全に関
する事業者自らの考え方をとりまとめた図書。

○ ○ －

川辺川の流水型ダムに関する
環境影響評価準備レポート

（R5.11.28公表）
※左記と同様

評価書 準備書に対する知事等や一般の方々からの意見の内容について検討
し、必要に応じて準備書の内容を見直した図書。

－ －
○
※３

川辺川の流水型ダムに関する
環境影響評価レポート

（国土交通大臣に送付予定）
※左記と同様

評価書（補正） 評価書に対する大臣意見を踏まえ、必要に応じて見直しを加え、最終的
に事業による影響評価を確定した図書。

－ － －

川辺川の流水型ダムに関する
環境影響評価レポート＊

（公表予定）
＊補正後

※左記と同様

※「環境アセスメント制度のあらまし（（環境省大臣官房環境影響評価課2018年10月改訂））を元に作成※1 事業者は意見を求めるように努めなければならない。

※2 事業者から送付を受けた場合意見を述べるものとする。

※3 主務大臣・環境大臣は意見を述べることができる。

環境影響評価法上の評価書の位置づけについて 6



■評価書とは、準備書に対する都道府県知事等や一般の方々からの意見の内容について検討し、必要に応じて準備
書の内容を見直した図書。

■評価書の作成にあたっては、知事意見を勘案し、一般の意見に配意して準備書の記載事項に検討を加え、記載事項
に変更が生じる場合は、準備書に記載した事項との相違が分かるように記述する。

■環境影響評価法 第二十一条
事業者は、前条第一項、第四項又は第五項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第十八条第一項の意見に配意して
準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき（当該修正後の事業が対象事業に該当するとき
に限る。）は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。

一 第五条第一項第二号に掲げる事項の修正（事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当する
ものを除く。）
同条から第二十七条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。

二 第五条第一項第一号又は第十四条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号に掲げる
事項の修正（前号に該当する場合を除く。）
次項及び次条から第二十七条までの規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。

三 前二号に掲げるもの以外のもの
第十一条第一項及び第十二条第一項の主務省令で定めるところにより当該修正に係る部分について
対象事業に係る環境影響評価を行うこと。

２ 事業者は、前項第一号に該当する場合を除き、同項第三号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準
備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に
係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書（以下第二十六条まで、第二十九条及び第三十条において「評価書」という。）を、第
二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより作成しなければならない。

一 第十四条第一項各号に掲げる事項
二 第十八条第一項の意見の概要
三 前条第一項の関係都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の関係都道府県知事

の意見がある場合にはその意見
四 前二号の意見についての事業者の見解

準備書の記載事項

環境影響評価書とは

事業の目的及び内容の修正
⇒再度方法書手続きから

下記の事項の誤記等の単純修正
⇒評価書手続きを進める
・事業者の氏名及び住所
・方法書への意見と事業者の見解
・委託者の氏名及び住所 等

一般からの意見の概要

知事意見

一般からの意見の概要及び知事意見への事業者の見解

修正に係る部分の再検討
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事
業
特
性
の
把
握

○影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外の環境保全措
置の検討と検証

・回避又は低減、代償措置
○検討結果の整理
・環境保全措置の実施主体、方法、内容
・環境保全措置の効果及び効果の不確実性の程度
・環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれのある環境影響

○事後調査の必要性の検討

環境保全措置

○国又は地方公共団体
の基準又は目標との整
合が図られているか。

➢環境基準値、規制基準
値等との予測結果との
比較

○事業者の実行可能な
範囲内で環境影響評価
を回避又は低減されて
いるか。

➢環境保全措置の検討
状況の説明

○必要に応じその他の方
法により環境の保全に
ついての配慮が適正に
なされているかどうか。

現
況
調
査
の
実
施

地
域
特
性
の
把
握

項
目
、
調
査
の
手
法
、
予
測
の
手
法
及
び
評
価
の
手
法
の
選
定

○大気質（粉じん等）、騒音、振動
・周辺集落等における工事影響（建設作業）の予測計算
・工事車両ルート沿道における工事影響（道路交通）の予測計算

○水質
・貯水池予測モデルによる試験湛水中及び供用後のダム洪水
調節地内の水質の予測計算
・下流河川モデルによるダム下流の水質の予測計算
・工事中のダムサイト等からの濁りの発生量の予測計算

○地形、地質
・重要な地形及び地質と改変区域の重ね合わせ

○動物、植物、生態系
・直接改変（重要種等の生息・生育環境と改変区域の重ね合わせ）
・直接改変以外（生息環境の変化、土砂供給の変化、水の濁りの変
化、水位の変化等に伴う影響の程度等）

○景観
・主要な眺望点及び景観資源と改変区域の重ね合わせ
・フォトモンタージュ法による眺望景観の変化

○人と自然との触れ合いの活動の場
・主要な人と自然との触れ合いの活動の場と改変区域の重ね合わ
せ
・利用環境（利用性・快適性）の改変の程度

○廃棄物等
・建設工事に伴う副産物の種類ごとの発生及び処分の状況等

＜準備書段階＞＜方法書段階＞

一般的なダム事業における環境影響評価の検討手順

○一般的には、評価書段階では、準備書に対する知事意見を勘案し一般からの意見に配意して準備書の記載事項を検
討し、評価書を作成する。さらに、評価書に対する大臣意見を勘案し補正評価書を作成することとなっており、川辺川
の流水型ダムにおいても同様の検討手順で進めていく。

＜評価書段階＞

○評価書
➢知事意見を勘案、一般
意見に配意して準備書
の記載事項を検討

○補正評価書
➢大臣意見を勘案して評
価書の記載事項を検討

※「ダム事業における環境影響評価の
考え方（平成12年3月）」をもとに作成

予測

評価
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２. 環境影響評価における図書の⽬次構成



○川辺川の流水型ダム事業の環境影響評価における図書の目次構成について、以下のとおり示す。

川辺川の流水型ダムに関する環境影響評価における図書の目次構成

第１章～第２章

記載項目
環境配慮

レポート
方法

レポート
準備

レポート

評価
レポート
※1

評価
レポート
※2

第1章 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

1.1 事業者の名称及び代表者の氏名 ○ ○ ○ ○ ○

1.2 事業者の主たる事務所の所在地 ○ ○ ○ ○ ○

第2章 事業の目的及び内容

2.1 事業の名称 ○ ○ ○ ○ ○

2.2 事業の経緯 ○ ○ ○ ○ ○

2.3 事業の目的 ○ ○ ○ ○ ○

2.4 事業の内容

2.4.1 事業の種類 ○ ○ ○ ○ ○

2.4.2 事業実施区域の位置 ○ ○ ○ ○ ○

2.4.3 事業の規模及び総貯水容量 ○ ○ ○ ○ ○

2.4.4 事業に係るダムの堤体の規模及び形式並びにダムの
供用に関する事項

○ ○ ○ ○

2.4.5 事業の工事計画の概要 ○ ○ ○ ○

2.4.6 その他の事業に関する事項 ○ ○ ○ ○ ○
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第３章 事業実施区域及びその周囲の概況

記載項目
環境配慮

レポート
方法

レポート
準備

レポート

評価
レポート
※1

評価
レポート
※2

第3章 事業実施区域及びその周囲の概況
3.1 地域の⾃然的状況

3.1.1 ⼤気環境の状況 ○ ○ ○ ○ ○

3.1.2 ⽔環境の状況 ○ ○ ○ ○ ○

3.1.3 ⼟壌及び地盤の状況 ○ ○ ○ ○ ○

3.1.4 地形及び地質の状況 ○ ○ ○ ○ ○

3.1.5 動植物の⽣息⼜は⽣育、植⽣及び⽣態系の状況 ○ ○ ○ ○ ○

3.1.6 景観、⼈と⾃然との触れ合いの活動の場の状況 ○ ○ ○ ○ ○

3.1.7 ⼀般環境中の放射性物質の状況 ○ ○ ○ ○ ○

3.2 地域の社会的状況
3.2.1 ⼈⼝及び産業の状況 ○ ○ ○ ○ ○

3.2.2 ⼟地利⽤の状況 ○ ○ ○ ○ ○

3.2.3 河川及び湖沼の利⽤並びに地下⽔の利⽤の状況 ○ ○ ○ ○ ○

3.2.4 交通の状況 ○ ○ ○ ○ ○

3.2.5 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に
必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の状況 ○ ○ ○ ○ ○

3.2.6 下⽔道の整備の状況 ○ ○ ○ ○ ○

3.2.7 環境の保全を⽬的として法令等により指定された地域
その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の
状況

○ ○ ○ ○ ○

3.2.8 その他の事項 ○ ○ ○ ○ ○

川辺川の流水型ダムに関する環境影響評価における図書の目次構成 11

※1：国土交通大臣送付時、※2：公告・縦覧時



第４章～第６章

記載項目
環境配慮

レポート
方法

レポート
準備

レポート

評価
レポート
※1

評価
レポート
※2

第4章 環境配慮レポートに関する内容

4.1 計画段階配慮事項の選定及び計画段階配慮事項に関す
る調査、予測及び評価の結果

○ ○ ○ ○ ○

4.2 環境配慮レポートに対する主務大臣の意見と事業者の見
解

○ ○ ○ ○

4.3 関係する行政機関の長からの意見と事業者の見解 ○ ○ ○ ○

4.4 環境配慮レポートに対する意見の概要と事業者の見解 ○ ○ ○ ○

第5章 環境影響評価方法レポートについての意見と事業者の見解

5.1 環境影響評価方法レポートに対する熊本県知事の意見と
事業者の見解

○ ○ ○

5.2 環境影響評価方法レポートに対する意見の概要と事業者
の見解

○ ○ ○

第6章 事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

6.1 環境影響評価の項目

6.1.1 環境影響評価の項目の選定 ○ ○ ○ ○

6.1.2 環境影響評価の項目の選定理由 ○ ○ ○ ○

6.2 調査、予測及び評価の手法

6.2.1 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持 ○ ○ ○ ○

6.2.2 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全 ○ ○ ○ ○

6.2.3 人と自然との豊かな触れ合いの確保 ○ ○ ○ ○

6.2.4 環境への負荷の量の程度 ○ ○ ○ ○

川辺川の流水型ダムに関する環境影響評価における図書の目次構成 12
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第７章 環境影響評価の概要

記載項目
環境配慮

レポート
方法

レポート
準備

レポート

評価
レポート
※1

評価
レポート
※2

第7章 環境影響評価の概要

7.1 環境影響評価に先立っての検討

7.1.1 ダムの施設等設計の工夫 ○ ○ ○

7.1.2 試験湛水手法の工夫 ○ ○ ○

7.1.3 洪水調節操作ルールの工夫 ○ ○ ○

7.2 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果

7.2.1 大気質（粉じん等） ○ ○ ○

7.2.2 騒音（騒音） ○ ○ ○

7.2.3 振動（振動） ○ ○ ○

7.2.4
水質（土砂による水の濁り、水温、富栄養化、溶存酸素量、
水素イオン濃度）

○ ○ ○

7.2.5 地形及び地質（重要な地形及び地質） ○ ○ ○

7.2.6 動物（重要な種及び注目すべき生息地） ○ ○ ○

7.2.7 植物（重要な種及び群落） ○ ○ ○

7.2.8 生態系（地域を特徴づける生態系） ○ ○ ○

7.2.9
景観（主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景
観）

○ ○ ○

7.2.10
人と自然との触れ合いの活動の場（主要な人と自然との
触れ合いの活動の場）

○ ○ ○

7.2.11 廃棄物等（建設工事に伴う副産物） ○ ○ ○

川辺川の流水型ダムに関する環境影響評価における図書の目次構成 13
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第７章～第１１章

記載項目
環境配慮

レポート
方法

レポート
準備

レポート

評価
レポート
※1

評価
レポート
※2

7.3 環境の保全のための措置 ○ ○ ○

7.4 環境の状況の把握のための措置 ○ ○ ○

7.5 事業に係る環境影響の総合的な評価 ○ ○ ○

第8章 環境影響評価に係る業務の一部を委託された者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

8.1 委託された者の名称及び代表者の氏名 ○ ○ ○

8.2 委託された者の主たる事務所の所在地 ○ ○ ○

第9章 環境影響評価準備レポートについての意見と事業者の見解

9.1 環境影響評価準備レポートに対する熊本県知事の意見と事業者
の見解

○ ○

9.2 環境影響評価準備レポートに対する意見の概要と事業者の見解 ○ ○

第10章 環境影響評価レポート作成に当たっての準備レポート記載事項との相違
の概要

○ ○

第11章 環境影響評価レポート補正に当たっての評価レポート記載事項との相違
の概要

○

川辺川の流水型ダムに関する環境影響評価における図書の目次構成 14
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